
第９６号議案 

 

東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部を改正する

条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  令和７年１２月３日 

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

この案は、区長及び副区長の給料の額を改定する等のため提出

します。 



東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部を改正する

条例 

 

第１条 東京都台東区長等の給料等に関する条例（昭和３０年３

月台東区条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「及び１２月」を削り、「１００分の２０５」の次に

「、１２月に支給する場合においては１００分の２１０」を加

える。 

別表第１区長の項中「１,１５１,０００円」を「１,１９０,

０００円」に改め、同表副区長の項中「９２５,０００円」を「９

５６,０００円」に改める。 

第２条 東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。 

第６条中「６月」の次に「及び１２月」を加え、「１００分の

２０５、１２月に支給する場合においては１００分の２１０」

を「１００分の２０７．５」に改める。 

付 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定

は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 

(１) 第１条の規定（第６条の改正規定を除く。）による改正後

の東京都台東区長等の給料等に関する条例の規定 令和７年

４月１日 

(２) 第１条の規定（第６条の改正規定に限る。）による改正後



の東京都台東区長等の給料等に関する条例の規定 令和７年

１２月１日 

（給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の東京都台東区長等の給料等に関

する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定を適用する場

合においては、同条の規定による改正前の東京都台東区長等の

給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正

後の条例の規定による給与の内払とみなす。 


